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平成２１年第７回西予市議会臨時会会議録 

 

１．招 集 年 月 日 平成２１年１１月２０日 

１．招 集 の 場 所 西予市議会議場 

１．開     会 平成２１年１１月２０日 

          午後３時００分 

１．閉     会 平成２１年１１月２０日 

          午後３時３５分 

１．出 席 議 員        

    １番  兵 頭   竜 

    ２番  二 宮 一 朗 

    ３番  兵 頭   学 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

    ６番  小 野 正 昭 

    ７番  松 山   清 

    ８番  宇都宮 明 宏 

    ９番  松 島 義 幸 

   １０番  元 親 孝 志 

   １１番  嶋 川 武 文 

   １２番  沖 野 健 三 

   １３番  森 川 一 義 

   １４番  藤 井 朝 廣 

   １５番  浅 野 忠 昭 

   １６番  岡 山 清 秋 

   １７番  酒 井 宇之吉 

   １８番  兵 頭   勇 

   １９番  山 本 昭 義 

   ２０番  梅 川 光 俊 

   ２１番  菊 地 ミスギ 

   ２２番  大 竹 忠 盛 

   ２３番  二 宮   元 

   ２４番  坂 本 隆 重 

１．欠 席 議 員 

    な  し 

１．会議録署名議員 

    ４番  明 智 祥 勝 

    ５番  井 上   勲 

１．地方自治法第１２１条により 

説明のため出席した者の職氏名 

   市     長  三 好 幹 二 

   副  市  長  別 宮   靜 

   教  育  長  森   英 二 

   公営企業部長  九 鬼 則 夫 

   会 計 管 理 者  上 甲 悦 子 

   

 総務企画部長  清 水 忠 夫 

   産業建設部長  藤 中   彰 

   生活福祉部長  炭 倉 貞 明 

   教 育 部 長  森   精 一 

   明浜総合支所長  高 岡 和 廣 

   野村総合支所長  角 藤 和 幸 

   城川総合支所長  清 水 享 司 

   三瓶総合支所長  宇都宮 又 重 

   総 務 課 長  上 甲 憲 章 

   財 政 課 長  河 野 敏 雅 

   企画調整課長  上 田 甚 正 

１．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  岩 本 明 定 

   議 事 係 長  井 上 千 浪 

１．議 事 日 程  別紙のとおり 

１．会議に付した事件  別紙のとおり 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 

        

      議  事  日  程 

 １ 会議録署名議員の指名 

  （４番 明智祥勝、５番 井上 勲） 

 ２ 会期の決定 

  （１１月２０日 １日間） 

 ３ 議案第１４６号 西予市職員の給与に関す 

           る条例等の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第１４７号 西予市特別職の職員で常 

           勤のものの給与等に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第１４８号 西予市議会議員の議員報 

           酬及び費用弁償等に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

 ４ 議案第１４９号 平成２１年度西予市一般 

           会計補正予算（第７号） 

追加 議案第１５０号 西予市新庁舎建築工事請 

           負契約について 

   議案第１５１号 西予市新庁舎電気設備工 

           事請負契約について 

   議案第１５２号 西予市新庁舎空調設備工 

           事請負契約について 
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本日の会議に付した事件 

  

１ 会議録署名議員の指名 

 ２ 会期の決定 

 ３ 議案第１４６号 西予市職員の給与に関す 

           る条例等の一部を改正す 

           る条例制定について 

   議案第１４７号 西予市特別職の職員で常 

           勤のものの給与等に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

   議案第１４８号 西予市議会議員の議員報 

           酬及び費用弁償等に関す 

           る条例の一部を改正する 

           条例制定について 

 ４ 議案第１４９号 平成２１年度西予市一般 

           会計補正予算（第７号） 

追加 議案第１５０号 西予市新庁舎建築工事請 

           負契約について 

   議案第１５１号 西予市新庁舎電気設備工 

           事請負契約について 

   議案第１５２号 西予市新庁舎空調設備工 

           事請負契約について 

 

 

  開会 午後３時００分 

 

○議長 ただいまの出席議員は２４名でありま

す。これより平成２１年第７回西予市議会臨時会

を開会いたします。 

 三好市長より今臨時会招集のあいさつがありま

す。 

 三好市長。 

 

○三好市長 平成２１年第７回西予市議会臨時会

の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げま

す。 

 行く秋の寂しさをしみじみと感じるこのごろで

ございます。議員の皆様におかれましては、公私

とも大変ご多忙のところ、今臨時会にご出席を賜

り、厚くお礼を申し上げます。 

 さて、江戸中期から昭和初期の建物などが残る

卯之町、中町通りの町並み保存の取り組みが始ま

ってから今日まで３０年余りが経過いたしました

が、紆余曲折をする中で国からの保存地区の選定

には地区内の合意を乗り越えられない状況が続い

ておりました。 

 このような状況でございましたが、ようやく地

区内の合意を得、さらに文化庁文化審議会の調査

において高い価値の評価をいただき、去る１０月

１６日に審議会は卯之町伝統的建造物群保存地区

を新たに重要伝統的建造物保存地区とすることを

文部科学大臣に答申されました。このことによ

り、年内に行われる官報告示を経て、卯之町伝建

地区は全国で８６番目、県内では内子町に続く２

番目の重伝建地区に選定される予定でございま

す。 

 この悲願とも言える重伝建地区選定されるまで

の長い道のりには数々の問題が持ち上がり、幾度

となく暗礁に乗り上げかけた経過もあっただけ

に、このたびの選定には非常に感慨深いものがご

ざいます。 

 地区住民の皆様を初め、これまでの町並み保存

の取り組みにご理解とご支援をいただきました関

係者の皆様に感謝と敬意を表しますとともに、ぜ

ひこの喜びを市民の皆様とともに共有してまいり

たいと思っているところでございます。 

 ただ、ここで忘れてはならない最も大切なこと

は、選定のみに浮かれてはすばらしい有形、無形

の資産価値も低下してまいります。今回の選定こ

そが、これからが本町のまちづくりのスタートラ

インに立ったということを住民も行政も共同認識

を持たなければならないと思います。それには、

住民と行政がさらに連携を深めながら、先達が残

していただいた価値ある本物をより一層保存、継

承していく活動が必要であります。 

 また、全国有数の教育資料を誇る重要文化財の

開明学校や申義堂、あるいは米博物館の学校建

築、二宮敬作と楠本イネ、高野長英など歴史に名

をはせた人物が生きた時代をかいま見ることがで

きる観光市としてのブランド化の推進などにも重

点を置き、地域経済の効果に結びつけていく努力

を求められるものと思っております。どうか、今

後とも市民の皆様にはご協力とご支援を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 また、去る１０月２８日には、平成２２年度西

予市採用予定職員の選考会を開催し、内定者に選

考いたしましたが、今日の経済状況や行政改革の

推進による採用者の縮小等に伴い、相変わらず狭

き門となり、西予市職員を目指された大勢の有望
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な方々には今回も大変厳しい試験であったものと

思っているところでございます。 

 こうした状況の中で、難関を突破され、内定さ

れた方々には西予市の将来を担っていただくとと

もに、市民の皆様から信頼される職員となられる

ことを大いに期待するものでございます。 

 さて、本日の臨時会は、人事院勧告に伴う職

員、特別職給与及び議員報酬に係る条例の一部改

正と美しい森林づくり基盤整備交付金事業による

林道整備費を主な内容とする補正予算（第７号）

を上程し、ご審議をお願い申し上げるものでござ

います。どうか、慎重にご審議をいただき、ご決

定を賜りますようお願い申し上げまして、簡単で

ございますが、招集のごあいさつとさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 

○議長 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付しておるとお

りであります。 

  （日程１） 

○議長 まず、日程第１、会議録署名議員の指名

を行います。 

 今回の会議録署名議員に４番明智祥勝君、５番

井上勲君の両名を指名いたします。 

  （日程２） 

○議長 次に、日程第２、会期の決定を議題とい

たします。 

 お諮りいたします。 

 今回の会期は、本日１日間としたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、今回の

会期は、本日１日間と決定いたしました。 

  （日程３） 

○議長 次に、日程第３、議案第１４６号「西予

市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例制定について」から議案第１４８号「西予市議

会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例制定について」までの３件を

一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 清水総務企画部長。 

 

○清水総務企画部長 議案第１４６号「西予市職

員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制

定について」、議案第１４７号「西予市特別職の

職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を

改正する条例制定について」、議案第１４８号

「西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例制定について」関

連がありますので、一括して提案理由のご説明を

申し上げます。 

 今回の改正は、人事院及び愛媛県人事委員会の勧告

に伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

 主な改正内容につきましては、厳しい経済、雇

用情勢が民間給与に反映されたことを受けて、月

例給及び特別給のいずれもが民間を上回っている

ことから、基本給及び期末手当及び勤勉手当の引

き下げ改定を行うものであります。 

 具体的には、初任給を中心とした若年層及び医

師を除きすべての俸給月額を引き下げるととも

に、一般職の職員の本年１２月期末手当につきま

しては「１．６」から「１．５」に、勤勉手当に

つきましては「０．７５」から「０．７」に、ま

た特別職及び教育長並びに議員に係る期末手当に

つきましては「１．７５」から「１．６５」に、

平成２２年６月期末手当につきましては、一般職

の職員は「１．４」から「１．２５」に、勤勉手

当につきましては「０．７５」から「０．７」

に、また特別職及び教育長並びに議員に係る期末

手当につきましては「１．６」から「１．４５」

に、それぞれ支給月数の改正を行うものでありま

す。どうかよろしくご審議の上、ご決定ください

ますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１４６号から議案第１４８号までの３件

は、会議規則第３７条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 
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 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１４６号から議案第１４８号までの３件

は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、議案第

１４６号「西予市職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例制定について」から議案第１４

８号「西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て」までの３件は原案のとおり決定いたしまし

た。 

  （日程４） 

○議長 次に、日程第４、議案第１４９号「平成

２１年度西予市一般会計補正予算（第７号）」を

議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 三好市長。 

 

○三好市長 議案第１４９号「平成２１年度西予

市一般会計補正予算（第７号）」について提案理

由のご説明を申し上げます。 

 森林は国土の保全、水源の涵養等のほか、二酸

化炭素の吸収源として重要な役割を果たしており

ます。 

 しかしながら、近年森林を支える林業、山村の

元気がなくなり、間伐材等の手入れが不足する森

林がふえるなど、森林の機能低下が危ぶまれてお

ります。将来の森林づくり、地球温暖化の防止に

向け、地域にとってかけがえのない森林を健全に

育てることが必要となっております。 

 このような中で、京都議定書の第１約束期間の

終期であります平成２４年度までの集中的な間伐

等の実施の促進を図るため、地方債の特例、交付

金の交付等の処置を講じた森林の間伐材等の実施

の促進に関する法律、いわゆる間伐促進法が平成

２０年５月１６日に公布施行されました。 

 間伐促進法は、京都議定書の第１約束期間にお

ける温室効果ガスの森林吸収源の目標を達成する

ため、平成２４年度までの間に特定間伐材等の取

り組みを強力に促進することを目的とした法律で

あります。 

 この法律に基づき、西予市では本年２月に特定

間伐等促進計画を策定し、平成２０年度から２４

年度までの５カ年で約１，４４０ヘクタールの間

伐を行うことを目標に掲げました。この計画の策

定によりまして、国から補助される間伐等の森林

整備事業に対しての優先措置が得られることに加

え、国からの直接交付される交付金事業の実施対

象ともなり、その交付金事業の中に今回の補正予

算事業であります美しい森づくり基盤整備交付金

がございます。 

 西予市では、この交付金を受け、森林支援を核

とした地域産業の再生、創造を目指し、森林吸収

量の目的達成のための間伐等をさらに積極的に進

めるとともに、間伐材を初めとする木材の搬出コ

ストの低減化を含む輸送力の向上及び安全を早急

に確保するために必要な地域の主要幹線道路網等

の開設、改良等を実施し、林業、木材産業の振興

等を通じた雇用機会の創出と山村地域の活性化を

図るべく、８路線、９事業につきまして計画をい

たしましたところ、国からの交付金の内示をいた

だきました。大事業でありますので、早急に取り

組み、早期完成と地域経済の活性化に努めたいと

存じます。 

 事業費につきましては、林業費におきまして１

０億５５０万７，０００円を計上しております

が、これらは林道中通川西線、林道西栗木線の２

路線の開設事業、林道安尾線、林道内場樽線、林

道東津野城川線の３路線の改良事業、林道久保鳥

越線、林道地蔵屋敷宇和線、林道久保谷大暮線、

林道安尾線の４路線の舗装事業、またそれらの事

業に対する森林土木協会費に係る経費であります。 

 その財源につきましては、国の美しい森づくり

基盤整備交付金５億１００万円、地域活性化公共

投資臨時交付金４億４，２８０万円、諸収入３４

４万７，０００円、市債４，９１０万円を計上

し、この上で不足する財源措置として財政調整基

金９１６万円の取り崩しを行っております。 

 以上、これによりまして議決いただいておりま

す歳入歳出予算にそれぞれ１０億５５０万７，０

００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２８３億

３８０万２，０００円と定めるものであります。

よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますよう

お願いを申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 梅川議員。 
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○２０番梅川光俊君 これ関連になりますけれど

も、１つだけご質問をお願いをしたいと思いま

す。この事業は、両産業が活性化するので、本当

にありがたい交付金制度だとは思っております。 

 それで、森林の間伐の件でございますけれど

も、平成２４年までの間に特定間伐材等の取り組

みを強力に促進することを目的とするということ

で、１，４４０ヘクタールという形で毎年３６０

ヘクタールですか、このことを取り組まれており

ます。 

 それに関して、今の現政権の中で一番心配して

いることがあります。これから、その間伐をアク

セス道路じゃなくして直接間伐をやっていく上に

ついて、少しだけ心配をしております。その中に

は、里山エリア交付金というのがどうもなくな

る。そういう心配もいたしております。その辺を

含めて、これから直接山の間伐促進に対してどう

いう方向で取り組んでいかれるのか、よろしけれ

ばお願いをしたいと思います。 

 

○議長 藤中産業建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 ただいま梅川議員が言われ

ましたように、里山につきましては、現政権の中

ではどうも廃止という状況になっておるようでご

ざいます。この間伐材を促進するためには、今の

計画的な形で林内作業道を計画して実施していか

なければならないと考えております。 

 今、森林組合またエフシー等を通しながらで

も、積極的に取り組んでいきたいと思っておりま

す。これから、また計画をさせていただきます。 

 

○議長 梅川議員。 

 

○２０番梅川光俊君 ありがとうございました。

そこの中で、一番心配しているのは、一時的にそ

の分の中の今の材価が低迷した中で、本当にそう

いう一つの取り組みがないとなかなか林家さんに

対してご迷惑をかけるというのが現状であろうと

思います。そういうことを含めて、やはり積極的

にそういう取り組みをしていただきたい。そのよ

うに切にお願いをして終わります。 

 

○議長 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１４９号は、会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結とい

たします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 議案第１４９号は原案のとおり決定することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１４９号

「平成２１年度西予市一般会計補正予算（第７

号）」は原案のとおり決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。（休憩 午後３時２３

分） 

○議長 再開いたします。（再開 午後３時２５

分） 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から提出されました議案第１５０

号「西予市新庁舎建築工事請負契約について」か

ら議案第１５２号「西予市新庁舎空調設備工事請

負契約について」までの３件を本日の日程に追加

し、追加日程とし議題といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認めます。よって、本案を

本日の日程に追加し、議題とすることに決定いた

しました。 

  （追加） 

○議長 追加日程第１、議案第１５０号「西予市

新庁舎建築工事請負契約について」から議案第１

５２号「西予市新庁舎空調設備工事請負契約につ

いて」までの３件を一括議題といたします。 

 理事者の説明を求めます。 

 藤中建設部長。 

 

○藤中産業建設部長 議案第１５０号「西予市新

庁舎建築工事請負契約について」、議案第１５１

号「西予市新庁舎電気設備工事請負契約につい
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て」、議案第１５２号「西予市新庁舎空調設備工

事請負契約について」関連がございますので、一

括して提案理由のご説明を申し上げます。 

 西予市新庁舎建設工事事業は、西予市建設計画

に基づき市民の利便性の向上や一体感の醸成、大

規模災害等に対応できる防災拠点機能の強化、行

財政のスリム化、効率化を図ることなどを目的と

して実施するものであります。 

 本工事は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、一部

鉄骨づくり、地上６階建て、延べ床面積７，２５

７．８２平方メートルとなります。新庁舎の建設

を建築工事、電気設備工事、空調設備工事、給排

水衛生設備工事の４つに分離発注するもので、平

成２３年４月上旬完成予定といたしております。 

 ４つに分離発注しました工事のうち、去る１０

月３０日執行いたしました一般競争入札によりま

す建築工事、電気設備工事、空調設備工事につき

ましては、低入札価格による入札となりましたの

で、西予市低入札価格審査会において工事履行の

可否について審議いたしました。 

 審査の結果、新庁舎建築工事につきましては、

戸田・東部・平野特定建設工事共同企業体が工事

請負金額１１億９，３８５万円、続きまして新庁

舎電気設備工事については、株式会社四電工宇和

島営業所が工事請負金額２億２，３６５万円、続

きまして新庁舎空調設備工事につきましては、ダ

イキンエアテクノ株式会社四国支店が工事請負金

額２億４，８８５万円で、それぞれ履行可能と判

断され、落札決定し、工事請負仮契約を締結しま

したので、議会の議決を求めるものであります。 

 なお、新庁舎建設工事に係る施設概要等につい

ては別紙参照資料をご参照ください。 

 以上、３議案よろしくご審議の上、ご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

○議長 理事者の説明は終わりました。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 以上で質疑を終結といたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第１５０号から議案第１５２号までの３件

は、会議規則第３７条第３項の規定により委員会

付託を省略したいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 ご異議なしと認め、そのように決定いた

しました。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長 討論を終結といたします。 

 これより採決を行います。 

 お諮りいたします。 

 まず、議案第１５０号「西予市新庁舎建築工事

請負契約について」は原案のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１５０号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１５１号「西予市新庁舎電気設備

工事請負契約について」は原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１５１号

は原案のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第１５２号「西予市新庁舎空調設備

工事請負契約について」は原案のとおり決定する

ことに賛成の議員の起立を求めます。 

  （賛成者起立） 

○議長 ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議案第１５２号

は原案のとおり決定いたしました。 

 以上で本臨時会の日程は終了いたしました。 

 これをもって平成２１年第７回西予市議会臨時

会を閉会といたします。 

  閉会 午後３時３５分 

 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

  西予市議会議長 

 同   議員 

   同   議員 
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平成２１年第７回西予市議会臨時会議決結果表 

 

議案番号 件          名 議決年月日 議決結果 

議案第１４６号 
西予市職員の給与に関する条例等の一部を改正する

条例制定について 
21.11.20 原案可決 

議案第１４７号 
西予市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
21.11.20 原案可決 

議案第１４８号 
西予市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例制定について 
21.11.20 原案可決 

議案第１４９号 平成２１年度西予市一般会計補正予算（第７号） 21.11.20 原案可決 

議案第１５０号 西予市新庁舎建築工事請負契約について 21.11.20 原案可決 

議案第１５１号 西予市新庁舎電気設備工事請負契約について 21.11.20 原案可決 

議案第１５２号 西予市新庁舎空調設備工事請負契約について 21.11.20 原案可決 

 


